
①毎月10日までに請求した分の請求年月と診療月（請求月－１）を表示

[国民健康保険制度分]
②保険給付（食事・生活療養費含む）＋高額療養費の金額
※退職者医療制度分は、区分が「退職」として別表示されます。

③国公費の金額
④国保併用の福祉医療費及び社保福祉医療費等（医療費請求書請求分）、
妊(産)婦乳児健康診査費、愛知県公費（法別91）の合計金額

⑤区分②～④の金額を合計後の１円未満（端数）の金額
⑥②～④の合計金額（合計後の１円未満（端数）の金額は切捨て）

[後期高齢者医療制度分]
⑦～⑪国民健康保険制度分と同様

⑫⑤と⑩の合計金額
※保険制度間での調整は行わないため、⑬には合算されません。

⑬⑥と⑪の合計金額

⑭未使用
⑮未使用
⑯医療機関等への振込金額

①

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ医療機関等の請求から増減点・返戻通知書の内容を増減額後の金額
※ 内容については、前月発送の増減点・返戻通知書にて通知

Ⓑ前月以前の支払分に対して、資格過誤及び再審査による返戻、増減点が
発生した額
※ 内容については、同封の過誤調整結果通知書にて通知

ⒸⒶからⒷを差し引いた金額

【留意事項】
⑰⑱確定額（小計）にマイナス金額が発生する場合について
・国民健康保険制度分、後期高齢者医療制度分のうち一方にのみマイナス
金額が発生する場合、当該通知書は保険制度別に2枚に分かれます。

・マイナス金額は本会への返還金額となりますので、別途送付する納入通
知書によりお振込みいただきますようお願いします。（保険制度間での
調整は行われません。）
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２．診療（調剤）報酬等支払額決定通知書内訳書について

①

②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
⑯

①国保保険者、後期保険者、福祉市町村、公費負担者の番号及び名称
②国：国保、退：退職、後：後期、公：公費、県：福祉
③入：入院、食：食事、外：外来
④１：本人、２：家族、３：未就学者、４：国保高齢者一般、後期高齢者９割
５：高齢者７割、６：高齢者８割

⑤未使用（全て０を表示）
⑥保険給付割合（％）
⑦高：高額療養費、長：長期高額、併：高額療養費＋長期高額
⑧過誤及び再審査結果（増：増点、減：減点、返：返戻）

⑨減：減額、免：免除、猶：猶予
⑩件数
⑪診療（施術）実日数、食事・生活療養回数、処方せん受付回数
⑫点数（訪問看護・柔整鍼灸マッサージの場合は金額）
⑬費用額
⑭支払額
⑮自己負担額
⑯公費・福祉の負担額

Ⓐ

Ⓐ医療費の種類ごとに
件数や支払額等を
表示

例の場合
・名古屋市国保
・外来
・本人（７割給付）
⇒33件、358,698円

【留意事項】
・１件のレセプトで、
保険給付分以外に
高額療養費、公費等
が発生している場合
は、別々で表示され
ます。

・内訳書は、国保分と
後期分で分かれます。
それぞれ国保／後期
→公費→福祉→合計
→総合計の順で表示
されます。
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【福祉医療費について】
・国保併用の福祉医療費は、各市町村の値が合算され、名称が①「愛知県」として表示されます。
社保福祉医療費等（医療費請求書請求分）は、名称が②市町村ごとに表示されます。

・番号８１は子ども医療費、８２は障害者医療費、８３は母子・父子家庭医療費、８５は精神障害者医療費です。

【妊(産)婦・乳児健康診査費について】
・番号８７は乳児健康診査費、８８は妊(産)婦健康診査費として市町村ごとに表示されます。
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【国民健康保険制度分について】
・総合計エリアにおいて、国保、各種公費・福祉ごとの合計件数や支払額等を確認できます。
・当該内訳書の国保分（4ページ）及び後期分（5ページ）の各「医療機関計」の①支払額合計は、「診療（調剤）報酬等支払額決定通知書」の振込
総額（1ページの⑯）と一致します。
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【後期高齢者医療制度分について】
・後期分は、上部に「後期高齢者医療分」と表示されます。（国保分は表示なし）
・総合計エリアにおいて、後期、各種公費・福祉ごとの合計件数や支払額等を確認できます。
・当該内訳書の国保分（4ページ）及び後期分（5ページ）の各「医療機関計」の①支払額合計は、「診療（調剤）報酬等支払額決定通知書」の振込
総額（1ページの⑯）と一致します。

【福祉医療費について】
・番号８９は後期高齢者福祉医療費として市町村ごとに表示されます。
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